
寝屋川市情報公開条例〔第６条第１項抜粋〕 

 

（原則開示） 

第６条 実施機関は、公文書の開示の請求（以下「開示請求」という。）に係る

情報が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを開示しなければな

らない。 

⑴ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で

あって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別さ

れ得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として

公にされている情報又は公にすることが予定されている情報 

イ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報 

ウ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することが

より必要であると認められる情報 

⑵ 法人その他の団体（国及び地方公共団体その他の公共団体（以下「国等」

という。）を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む

個人の当該事業に関する情報若しくは当該個人から提供された事業に関しな

い情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業

活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは

生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められる

ものを除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権

その他正当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供

されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされ

ているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認めら

れるもの 

⑶ 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、次に
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掲げるおそれのあるもの 

ア 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ 

イ 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ 

ウ 相互の協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれ 

エ 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ 

⑷ 実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次

に掲げるおそれその他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂

行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発

見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国若しくは他の地

方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害す

るおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす

おそれ 

⑸ 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 

⑹ 法令等の規定により明らかにすることができない情報 

 


